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at Homeサイト、ATBBへの物件情報連動機能　他

［売買］ 広告記載クラスの車両が入庫できないと、買主が土地購入から６年後に訴えたが･･･
［賃貸］ 貸室でのコインランドリー営業に伴う不十分な対応が信頼関係の破壊にあたる

路線価 対前年比＋１.５％ ２年連続で上昇　他

賃貸物件の火災保険のことなら､宅建ファミリー共済にお任せください！

静岡県労働金庫・三島信用金庫

高齢者の賃貸物件探しに専門業者や検索サービス　他

〆切間近！ 不動産コンサルティング技能試験の実施概要

受験申込受付結果　昨年を上回る 5,963 名、ネット申込み６割に迫る！

観光電車､運行開始（岳南電車、大井川鉄道）
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取引（売買）紛争の事例と解決　　　　　　　　 　（東京地判：Ｒ04.3.25）

広告記載クラスの車両が入出庫できないとする、土地購入から6年後に
買主が訴えた損害賠償請求が棄却された事例

　駐車場付きの戸建て住宅を探していた買主Ｘ（原告）は、
建築プラン図面上、ビルトイン型車庫部分に「アルファ
ードクラス」「エルグランドクラス」との記載のある建築
条件付き物件の販売チラシ（以下、「本件チラシ」という。）
を見て、平成 26年 1月、本件チラシを作成した媒介業者
Ｙの媒介により売主業者Ａ（訴外）との間で、売買価格
5980万円とする売買契約を締結した。
　本件土地（私道負担部分や隅切り部分を除く）は、20坪�
ほどであり、北側は幅員約 2.86mの私道、西側で幅員約
3.36mの公道と接している。
　Ｘの主張によれば（ただしＹは否認）、契約前、ＸはＹの�
担当者にアルファードクラスの入出庫について問い合わ
せたところ、間違いなく入庫できるとの回答であった。
　Ｘは、同年6月、建物が完成した本件物件の引き渡しを�
受けたが、本件車庫自体にはアルファードを収容できるス�
ペースはあるものの、実際には周辺道路の現況との関係で、�
Ｘの父が所有するヴォクシーですら入庫が出来ない状況で
あった。
　Ｘは、結局、小型の自動車を駐車していたが、6年後の�
令和元年 11月、アルファードクラスの車両が入庫できる
不動産を購入するとの目的が達成できなかったことについ�
てＹの説明義務違反があったと主張して、2000万円の損害�
賠償請求訴訟を提起した。

　裁判所は、買主Ｘの請求を棄却した。（控訴審も棄却）
 （１）本件売買契約締結時の重要事項説明書においては、
「本物件の車庫スペースに駐車する車種は、買主の判断に�
よるものとします。なお、本物件の車庫スペースには一部�
の車種が駐車出来ない場合があります。また、本物件まで�
の道路事情などにより利用が制限される場合があり、入出�
庫の際切り返しが数回必要になることもあります。」との記�
載があり、Ｘ及びＸの父に対し、当該記載が口頭でも説明�
されている。
　このような重要事項説明書の記載は、本件車庫には一部�
の車種が駐車できない場合があることや、本件不動産周辺�
の道路事情によって、入出庫を含む利用が制限される場合�
があることを説明するものであり、また、その説明を受け�
た者は、通常、その説明内容を理解できるというべきであ�
る。
　そして、このような重要事項説明書の説明内容は、北側�

私道及び西側公道の現況が理由で、ヴォクシーを本件車庫�
に駐車することができないという状況と異なる説明をする
ものとは認められない。
　そうすると、Ｙは、Ｘに対し、本件不動産について、車
種の大きさによっては本件車庫に駐車できない場合がある
こと、また、道路事情によって、入出庫を含む本件車庫の
利用が制限される場合があることを十分に説明したという�
べきである。
 （２）本件不動産を建築条件付土地として一般向けに販売�
するための本件チラシ及びＸの父からの本件不動産に関す
る最初の照会を受けて送信したメールにおいて、本件不動�
産の車庫が「アルファードクラス」「エルグランドクラス」
である旨がＹによって記載されていたことは事実である。
　しかし、これは、予定される建物の参考建築プランであ�
ることが明示されており、本件不動産の車庫に「アルファ�
ードクラス」「エルグランドクラス」の自動車が駐車できる�
ことを確定的に述べるものではない。
　また、本件不動産の車庫が「アルファードクラス」「エル�
グランドクラス」である旨の上記の記載は、本件不動産の�
周辺の道路状況とは無関係に、本件車庫にエルグランドや�
アルファードを入出庫できることを説明するものというこ
ともできない。
　そうすると、本件チラシやメールに上記の記載があるこ�
とをもって、本件売買契約の締結に際して、Ｙから、本件�
車庫にアルファードクラスの駐車が可能であるとの説明が
あったと解することはできない。
 （３）以上の事情を考慮すれば、Ｙが、本件売買契約締結�
に際して、Ｘに対し本件車庫について負う説明義務に違反�
した説明を行ったとは認めることはできない。

� （一財）不動産適正取引推進機構発行『RETIO』より抜粋

事 案 の 概 要

判 決 の 要 旨
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貸室でのコインランドリー営業に伴う無断改装工事及び振動・
騒音への不十分な対応が信頼関係の破壊にあたるとされた事例

　貸主Ｘ（原告、個人）は、所有の軽量鉄骨2階建て建物�
の 1階部分について、不動産業者Ａの媒介により、コイン�
ランドリー営業を目的とした借主Ｙ（被告、税理士）との�
間で令和元年 12月に賃貸借契約を締結した。
　同契約では、現状変更について「賃借人が現状を変更し
ようとする時は、その内容、方法につき書面をあらかじめ�
賃貸人に提出し書面による承諾を得る」こととなっていた。
　Ｙは、コインランドリー機器の設置及び運営管理をＢ（法
人）に全て委託していた。
　令和2年 1月、ＢはＡに物件の内装工事の開始、北側外�
壁の排気口の利用などを記載したメールを送信した。それ�
を聞いたＸは、既に開いている穴を利用して吸排気口とす�
るのは問題ないとＢに回答した。
　同年2月、コインランドリーは営業を開始した。建物 2 �
階を賃借していたCは、機器の振動・騒音に驚き、設置状�
況の確認をＢに要請した。更に、東側外壁に設置された排�
気口から熱気、綿ゴミ、埃などの通路への排出が目立つよ�
うになり、Ｂに苦情を申し立てた。現場確認を行ったＢは、
機器の設置方法に問題はない。建物の構造上振動や騒音を�
完全になくすことは不可能として、機器の回転数を下げ、
深夜営業を中止することを提案した。
　これに対し、Ｘは、排気口を北側に移すこと、東側外壁に�
排気口が開けられていて驚いたこと、振動・騒音は防止装置�
が付いていないことが問題であるとしたメールをＢに送った。
　同年5月、Ｘ、Ｙ、Ａ、Ｂによる話し合いが行われたが、
Ｙ及びＢの対応は、機器の回転数を下げる、24時間営業を�
18時間営業とする、排気口付近を週一回程度清掃すること�
などに留まり、これらの対応が実施された後にも状況は改�
善されず、Cからの苦情は継続した。
　Ｘは、令和3年 1月、Ｙの債務不履行による信頼関係の�
破壊を理由として本件契約を解除したと主張し、建物の明�
渡し、約定違約金（賃料及び共益費の6ヶ月相当額 105万�
円）等の支払いを求める本件訴訟を提起した。

　裁判所は、次のように判示して、Ｘの請求を認容した。
【排気口の設置について】
　Ｙから委託を受けてＡとの交渉等を行っていたＢは、契�
約で建物部分の内装工事等を行う場合には、あらかじめ工�
事内容等が分かる詳細を記載した書面をＸに提出し、書面�
による承諾を得なければならないことを認識し、実際に工�
事内容の分かる資料の提出を求められたにもかかわらず、

工事内容をＸに伝えようとせず、書面によるＸの承諾を得�
ていないばかりでなく、工事により建物東側外壁に穴を開�
けて排気口を壁の外側に設置することについて事前にＸに
承諾を得たと強弁し、Ｙはこれを前提に排気口の移設を求�
めるＸの度々の要請を拒んでいることが認められる。

【振動・騒音について】
　排気口が建物部分の東側外壁に設置されたため、排気口�
から排出される熱気、埃、ゴミ、臭いなどが、通路に排出�
され、その通路を通ってしか外に出られないCが迷惑を被�
っている旨を度々訴え、Ｘも度々改善を求めるも、Ｙ側は、�
回転数を下げたり清掃をしたり深夜営業を停止したりする
などの対策を講じた旨述べるに留まっていること、しかし�
ながら、被害はその後も生じ続けていることが認められる。
さらに、Cが建物部分内に設置されたコインランドリー機�
器の作動により生ずる振動や騒音によって日常生活に支障
が生じていると度々訴え、Ｘも度々改善を求めるも、建物�
の構造の問題であるとして対応してきていないこと、ウォ�
ーターハンマーによる騒音の阻止に至っては対策を知りな
がら現在までしていないことが認められる

【結論】
　Ｙは本件契約の条項違反行為（書面によるＸの事前承諾�
を得ていなかったこと等）をしたのみならず、事前承諾を�
得たと虚偽の強弁を行っている上、Cの申出が度々なされ�
たことに対し、相応の対応はしている、あとは建物の構造�
上の問題であるなどとして、効果が出るような対応をしな�
いまま約 7ヶ月を経過させたということができるから、令�
和 2年 11月頃（契約解除意思表示日）には、ＸとＹの信
頼関係は破壊していたということができる。従ってＸがＹ�
に対してした契約の解除は有効である。

　近年、街中の貸室に大型ドラム機器などを設置した無人�
型のコインランドリー店舗が目立つところであり、そのよ�
うな貸室の媒介等に関わる事業者、借主にとって参考にな�
る事例と思われる。
　コインランドリーに限らず、店舗等の借主は、営業のた�
め改装工事等を行う場合には契約書の定めに沿った手続き
を行うとともに、その営業に伴い隣接住民などへ騒音等の�
被害を生ずることがないよう十分に検討しておく必要があ
る。また、騒音等の被害が生じた場合には、貸主・関係者�
とも協議をして、可能な限りの対応を行っておかないと、
信頼関係破壊による賃貸借契約の解除となる場合もあるこ
とを知っておきたい。

� （一財）不動産適正取引推進機構発行『RETIO』より抜粋

事 案 の 概 要

判 決 の 要 旨

取引（賃貸）紛争の事例と解決　　　　　　　　　（東京地判：Ｒ04.3.31）
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R65不動産の担当者とともにアパート
を内見する男性（右、東京都内で）
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シニア世代向けの求人サイトに掲載さ
れた、マンション管理人の求人情報
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提携金融機関 項目＼取扱支部等 東部支部 中部支部 西部支部 サポートセンター 計

県 労 働 金 庫 融資実行 件数 51 52 61 ― 164件
金額 53億7,738万円（土地₁、新築戸建134、中古戸建19、新築マンション₁、中古マンション₉）

しずおか焼津 
信 用 金 庫 融資実行 件数 0 6 0 ― 6件

金額 1億5,590万円（新築戸建₄、中古戸建₂）

全宅住宅ローン 融資実行 件数 0 1 2 3件
金額 6,717万円（新築戸建₂、中古マンション₁）

2023年₆月　宅建ローン等の実績　（6/1〜6/30）

月　日 場　所 会　　議・事 業 等 内　容　等
７月３日 全　国 取引士資格試験 受験案内書 配布・受付 開始 （ネット～7/19、郵送～7/31）
４日 本　部 第３回 地域活性化委員会
５日 静　岡 取引士法定講習 （受講者70名）
〃　 本　部 コンサルティング協議会 連絡会（Web）
６日 本　部 第３回 人材育成委員会
７日 静　岡 東海税理士会�訪問
10日 本　部 月例法律相談 （来館相談４件）
〃　 〃 第３回 情報提供委員会
12日 本　部 第３回 会務運営協議会
13日 本　部 第２回 初級実務研修会
14日 静　岡 県専門事業者団体連絡協議会
18日 静　岡 県災害時応急対策協定締結事業者研修会
〃　 本　部 帳票検査 （総務財政正副委員長）
19日 本　部 第６回 総務財政委員会
20日 沼　津 取引士法定講習 （受講者67名）
24日 本　部 月例法律相談 （来館相談０件）
〃　 〃 東海不動産公取協 静岡地区調査指導委員会
25日 本　部 本部レディス部会 代表者会議
28日 静　岡 県献血推進大会
29日 裾　野 身体障害者野球大会「ドリームカップ」 （～30日）

平日毎日 本　部 定例相談（受付総数） （来館相談４件、電話相談245件）
Webシステムによる取引士法定講習（７月分） （受講者37名）

2023年₇月　本部活動概要
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